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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字
列の候補である複数の文字列を特定する特定部と、
　前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力する出力部と、
　前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、
前記記録文字列の特徴量として抽出する特徴量抽出部と、
　を備える画像処理装置。
【請求項２】
　前記確認画面は、前記複数の文字列を特定するための表示が付加された前記文書画像を
表示することにより、前記複数の文字列の位置を示す
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記特徴量抽出部は、前記複数の文字列を特定するための表示が付加された前記文書画
像上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を抽出する、
　請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記記録文字列の特徴量を用いて、新たな文書画像に含まれる文字を認識することによ
り得られた複数の文字列から、記録文字列を抽出する文字列抽出部をさらに備える、
　請求項１から３の何れか一項に記載の画像処理装置。
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【請求項５】
　文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字
列の候補である複数の文字列を特定することと、
　前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力することと、
　前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、
前記記録文字列の特徴量として抽出することと、
　を含む画像処理方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字
列の候補である複数の文字列を特定することと、
　前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力することと、
　前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、
前記記録文字列の特徴量として抽出することと、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データの確認および修正に関して、特許文献１には、帳票データの訂正作業を支援する
ために、帳票における表などのデータ構造を定義しておき、データ入力項目を修正ウィン
ドウに表示することが記載されている。
　また、書類のフォーマットの解析に関して、特許文献２には、入力画像に含まれる表の
フォームを識別するために、罫線の長さおよび位置等について複数のモデルの各々との類
似度を算出し、最も高い類似度のモデルを選択することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１２２７２２号公報
【特許文献２】特開２００７－０５２８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　データの確認および修正を行う場面の１つとして、文字認識結果の確認および修正を行
う場面が挙げられる。かかる場面で、文字認識対象のフォーマットが予めわかっていない
場合でも、かつ、表形式のフォーマットに限定されずに、確認および修正の作業を支援で
きることが好ましい。
【０００５】
　本発明は、上述の課題を解決することのできる画像処理装置、画像処理方法およびプロ
グラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、画像処理装置は、文書画像の文字認識の結果得られた文
字列のうち、記録文字列として指定された文字列を特定する記録文字列特定部と、前記記
録文字列特定部が前記記録文字列の候補を複数特定した場合、それら複数の候補の位置を
示す確認画面を出力する確認画面出力部と、前記確認画面においてユーザが特定した位置
における記録文字列の特徴量を抽出する特徴量抽出部と、を備える。
【０００７】
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　本発明の第２の態様によれば、画像処理方法は、文書画像の文字認識の結果得られた文
字列のうち、記録文字列として指定された文字列を特定する工程と、前記記録文字列の候
補を複数特定した場合、それら複数の候補の位置を示す確認画面を出力する工程と、前記
確認画面においてユーザが特定した位置における記録文字列の特徴量を抽出する工程と、
を含む。
【０００８】
　本発明の第３の態様によれば、プログラムは、コンピュータに、文書画像の文字認識の
結果得られた文字列のうち、記録文字列として指定された文字列を特定する工程と、前記
記録文字列の候補を複数特定した場合、それら複数の候補の位置を示す確認画面を出力す
る工程と、前記確認画面においてユーザが特定した位置における記録文字列の特徴量を抽
出する工程と、を実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、文字認識結果の確認および修正を行う作業者に対して、文字認識対
象のフォーマットが予めわかっていない場合でも、かつ、表形式のフォーマットに限定さ
れずに、確認および修正の作業を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態に係る画像処理装置を含む画像処理システムの装置構成例を示す図であ
る。
【図２】実施形態に係る画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】第一実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示す概略ブロック図である。
【図４】文書帳票の一例を示す図である。
【図５】第一実施形態に係るデータベースが記憶する記録テーブルの概要を示す図である
。
【図６】第一実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第一の図である。
【図７】第一実施形態で、記録文字列の候補それぞれの範囲を枠で示した画像の例を示す
図である。
【図８】第一実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第二の図である。
【図９】第二実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示す概略ブロック図である。
【図１０】第二実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第一の図である。
【図１１】第二実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第二の図である。
【図１２】実施形態に係る画像処理装置の構成の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限
定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発
明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１２】
　図１は、実施形態に係る画像処理装置を含む画像処理システムの装置構成例を示す図で
ある。
　図１に示す構成で、画像処理システム１００は画像処理装置１、画像読取装置２、記録
装置３およびデータベース４により構成される。
　画像処理装置１は画像読取装置２と通信ケーブルにより接続されている。画像読取装置
２は光学的に文書帳票などの画像データを取得して画像処理装置１へ出力する。画像処理
装置１は文書帳票の画像データをＯＣＲ処理し文字認識する。画像処理装置１は文字認識
結果を記録装置３に出力し、記録装置３がその文字認識結果をデータベースに記録する。
なお、画像処理装置１が対象とする文書は、特定の種類のものに限定されない。ＯＣＲ処
理可能ないろいろな文書を、画像処理装置１の処理対象とすることができる。
【００１３】
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　データベース４は画像処理装置１と記録装置３とに接続されている。データベース４は
記録装置３から過去に登録された複数の文書帳票の画像データとその画像データに含まれ
る文字列のうち記録対象となる文字列を示す記録文字列の対応関係を記憶している。記録
文字列が示す文字列は文書帳票に記述される文字列のうちデータベース４に記録、保存し
ておくべき重要な文字列である。画像処理システム１００を利用する作業者は予め、記録
装置３を用いて過去に登録された複数の文書帳票の画像データとその画像データに含まれ
る文字列のうちの記録文字列をデータベース４に登録しておく。
　作業者を、画像処理装置１のユーザ、または単にユーザとも称する。
【００１４】
　そしてデータベース４には文書帳票の画像データとその画像データに含まれる文字列の
情報のうち記録対象となる文字列を示す記録文字列の情報との対応関係が、多くの文書帳
票について十分に記録されているものとする。このような状態において、画像処理装置１
は処理を行う。
【００１５】
　図２は画像処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
　図２に示す構成で、画像処理装置１は、画像処理装置本体１０と、表示装置１７と、入
力デバイス１８とを備える。
　画像処理装置本体１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＩＦ（Interface
）１２、通信モジュール１３、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４、ＲＡＭ（Random Acces
s Memory）１５、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１６などの構成を備えたコンピュータであ
る。通信モジュール１３は画像読取装置２、記録装置３、データベース４との間で無線通
信を行うものであっても、有線通信を行うものであってもよく、それら２つの機能を有し
ていてもよい。
　表示装置１７は、例えば液晶パネルまたはＬＥＤ（Light Emitting Diode）パネル等の
表示画面を備える。
　入力デバイス１８は、例えばキーボードおよびマウス、あるいは、表示装置１７の表示
画面に設けられてタッチパネルを構成するタッチセンサ、あるいはこれらの組み合わせな
ど、ユーザ操作を受ける装置である。
【００１６】
＜第一実施形態＞
　図３は、第一実施形態に係る画像処理装置１の機能構成を示す概略ブロック図である。
　通信部１１０は、図２の通信モジュールを用いて構成され、他の装置と通信を行う。特
に、通信部１１０は、画像読取装置２、記録装置３、データベース４と通信を行う。
　表示部１２０は、図２の表示装置１７を用いて構成され、各種画像を表示する。
　特に、表示部１２０は確認画面出力部の例に該当し、特徴量抽出部１９２が文書帳票の
画像中で記録文字列の候補を複数特定した場合、それら複数の候補の位置を示す確認画面
を出力する。表示部１２０は、複数の候補の位置を、文書画像上で文字列を特定する表示
にて示す確認画面を出力する。作業者が確認画面を参照して記録文字列の候補のうち何れ
かを選択すると、特徴量抽出部１９２は、選択された文字列の文書帳票の画像中における
特徴量を抽出する。特徴量の抽出を特徴量の生成とも称する。文字列の特徴量を抽出する
とは、文字列が有する特徴を特徴量化する（すなわち、特徴を数値で示す）ことである。
この特徴量は、新たな文書帳票の画像から記録文字列を抽出するために用いられる。
　但し、確認画面出力部が確認画面を出力する方法は、画面を表示する方法に限定されな
い。例えば、通信部１１０が確認画面出力部として機能し、確認画面の画像データを他の
装置に送信して確認画面を表示させるようにしてもよい。
【００１７】
　操作入力部１３０は、図２の入力デバイスを用いて構成され、ユーザ操作を受け付ける
。
　記憶部１８０は、図２のＲＯＭ１４、ＲＡＭ１５およびＨＤＤ１６を用いて構成され、
各種データを記憶する。
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　制御部１９０は、図２のＣＰＵ１１が、記憶部１８０（図２のＲＯＭ１４、ＲＡＭ１５
およびＨＤＤ１６）からプログラムを読み出して実行することで構成される。制御部１９
０は、画像処理装置１の各部を制御して各種処理を実行する。
　取得部１９１は、文書帳票の画像データを取得する。
【００１８】
　特徴量抽出部１９２は、複数の文書帳票の画像データの認識処理結果に基づいて、文書
帳票の画像データに含まれる記録文字列の特徴を示す第一特徴量を文書帳票の画像データ
毎に抽出する。
　特に、特徴量抽出部１９２は、文字認識処理された文書画像に含まれる記録文字列を特
定し、特定した記録文字列の文書画像中における第一特徴量を抽出する。具体的には、特
徴量抽出部１９２は記録文字列特定部の例に該当し、処理対象の文書画像の文字認識の結
果得られた文字列のうち、記録文字列として指定された文字列を特定する。記録文字列の
候補を複数特定した場合、特徴量抽出部１９２は、表示部１２０に確認画面を出力させ、
確認画面においてユーザが特定した位置における記録文字列の特徴量を抽出する。特に、
特徴量抽出部１９２は、文字列を特定する表示を行った文書画像上でのユーザ操作にて特
定された文字列を記録文字列として特徴量の抽出を行う。
　ここでいう記録文字列の特定は、文書帳票における文字列のうち何れか１つを、１つの
記録文字列に決定することである。
【００１９】
　記録部１９３は、新たな文書帳票の画像データにおける文字列の特徴量を用いて、新た
な文書帳票の画像データから読み取った文字列の情報のうちの記録文字列を抽出して記録
する。特に、記録部１９３は記録文字列抽出部の例に該当し、特徴量抽出部１９２が抽出
した記録文字列の特徴量を用いて、新たな文書画像の文字認識結果から記録文字列を抽出
する。
【００２０】
　このような処理により画像処理装置１は新たな文書帳票の画像データに含まれる記録す
るべき文字列情報の記録の労力を軽減する。
【００２１】
　図４は文書帳票の一例を示す図である。
　この図が示すように文書帳票には、その文書を作成した企業のマーク、作成日、作成担
当者、文書内容が、その文書帳票に特有のフォーマットで記述されている。文書内容は、
例えば文書帳票が発注票であれば発注した商品名やその発注個数などの情報の組が１つま
たは複数示される。作業者はある１つの文書帳票に基づいて、その文書帳票に記述されて
いる文字列のうち記録すべき特定の文字列（記録文字列）を、記録装置３を用いてデータ
ベース４へ記録する。具体的には作業者は文書帳票を見ながら記録装置３がデータベース
４に記録すべき記録文字列を入力する。また作業者は文書帳票の画像データを画像読取装
置２に読み込ませる。文書帳票は作業者の操作に基づいて画像読取装置２が読み取り画像
処理装置１へ出力する。そして記録装置３は作業者の操作と画像処理装置１の制御とに基
づいて、１つの文書帳票についての画像データと、その文書帳票に記述されている文字列
のうち記録文字列を対応付けてデータベース４に記録する。図４の例においては、日付５
１、発注先５２、商品名５３、数量５４、金額５５が記録文字列である。文書帳票５には
作業者によって記録されない非記録文字列等のその他の情報も印字されている。当該情報
は例えば文書帳票を発行した発注者の名称５０１、発注者のエンブレム画像５０２、文書
帳票のタイトル５０３、挨拶文５０４などである。
【００２２】
　図５はデータベースが記憶する記録テーブルの概要を示す図である。
　図５で示すようにデータベース４は文書帳票についての画像データと、その文書帳票に
記述されている文字列のうち記録文字列を対応付けて記録テーブルに記憶する。
【００２３】
　図６は第一実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第一の図である。図６は、
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画像処理装置１が第一特徴量を抽出する処理手順の例を示す。
　次に画像処理装置１の処理フローについて順を追って説明する。
　まずデータベース４にはある文書帳票についての画像データと、その文書帳票に記述さ
れている記録文字列との組み合わせが、同じ書式（Format）の文書帳票複数枚分記録され
ている。例えば図４で示す文書帳票５の書式の記録文字列情報（記録文字列を示す情報）
が複数枚分記録されているとする。
　これら画像データと記録文字列情報との組み合わせとして、例えば過去の業務で扱われ
た文書帳票の画像データおよび記録文字列情報を用いることができる。過去の業務から画
像データおよび記録文字列情報を必要量確保できる場合、画像処理装置に第一特徴量を取
得させるために画像データおよび記録文字列情報を別途用意する必要はない。
　このような状態で作業者が画像処理装置１を起動し、当該画像処理装置１へ処理開始を
指示する。
【００２４】
　画像処理装置１の取得部１９１は、通信部１１０を制御してデータベース４から文書帳
票の画像データとその画像データに対応する記録文字列の情報とを読み取る（ステップＳ
６０１）。取得部１９１は画像データと記録文字列とを特徴量抽出部１９２へ出力する。
特徴量抽出部１９２は画像データをＯＣＲ処理して画像データ中の全ての文字列と、当該
文字列の範囲を示す画像データ内の座標とを検出する（ステップＳ６０２）。なお文字列
は複数の文字によって構成される文字の纏まりである。特徴量抽出部１９２は他の文字と
の間隔などによってその１つの纏まりの範囲を解析し、その範囲に含まれる１つまたは複
数の文字を文字列として抽出すると共に、その画像データ内の文字列の範囲を示す座標を
検出する。文字列として含まれる文字は、表意文字、表音文字などの記号、マーク、アイ
コン画像などを含んでよい。
【００２５】
　特徴量抽出部１９２はＯＣＲ処理により画像データから抽出した文字列と、画像データ
と共にデータベース４から読み取った記録文字列とを比較する。特徴量抽出部１９２はＯ
ＣＲ処理により画像データから抽出した文字列のうち、記録文字列の文字情報と一致した
画像データ中の文字列と、その文字列に含まれる文字の属性と、その範囲の座標とを特定
する（ステップＳ６０３）。
【００２６】
　ここでいう文字の属性（文字属性）は、数字、アルファベット、ひらがな、漢字、文字
数、文字高さ、フォントなどにより表される情報である。また文字列の範囲の座標は、文
書帳票における文字列の位置を示す座標である。例えば、文字列の範囲の座標は、文字列
に含まれる先頭文字の座標、終了文字の座標などを示す情報であってもよい。以下、文字
列に含まれる文字の属性と文字列の範囲の座標とを総称して、文字列の属性または文字列
属性と表記する。
【００２７】
　また、ここでの文字情報は、文字列のみであってもよいし、文字列属性を含んでいても
よい。すなわち、特徴量抽出部１９２が、記録文字列と画像データ中の文字列とが文字列
として同一か否かを判定するようにしてもよい。あるいは、特徴量抽出部１９２が、文字
の同一性に加えて、文字列属性の同一性を判定するようにしてもよい。
【００２８】
　次に、特徴量抽出部１９２は、文書帳票内の全ての記録文字列を一意に特定したか否か
を判定する（ステップＳ６０４）。
　一意に特定していないと判定した場合（ステップＳ６０４：ＮＯ）、特徴量抽出部１９
２は、記録文字列の候補それぞれの範囲を枠で示した画像を表示部１２０に表示させ、作
業者によって選択された文字列に記録文字列を特定する（ステップＳ６０５）。ここでい
う記録文字列の候補は、ステップＳ６０３で文字情報が記録文字列の文字情報と一致した
文字列のうち、ステップＳ６０４で、一意に特定されていないと判定された記録文字列に
対応付けられている文字列である。特徴量抽出部１９２が、１つの記録文字列の文字情報
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に対して、文書帳票における複数の文字列それぞれの文字情報が一致すると判定した場合
、これら複数の文字列が、その記録情報の候補となる。作業者が、これら複数の文字列の
うち何れか１つを選択することで、記録文字列が一意に特定される。
【００２９】
　図７は、記録文字列の候補それぞれの範囲を枠で示した画像の例を示す図である。図７
は、記録文字列「１」が文書帳票の画像データ上で特定されていない場合の例を示してい
る。表示部１２０は、特徴量抽出部１９２の制御に従って、文書帳票の画像データ上で文
字列「１」を矩形枠で囲った確認画面を表示している。これら矩形枠で囲われた文字列「
１」が、記録文字列の候補の例に該当する。
　作業者が、例えばタッチ操作またはマウスクリックなどにより、矩形枠で囲まれた文字
列の何れかを確認画面上で選択することで、この記録文字列が一意に決定される。記録文
字列が一意に決定されることで、特徴量抽出部１９２がその記録文字列の第一特徴量を抽
出することができる。
【００３０】
　特徴量抽出部１９２は、文書帳票毎かつ記録文字列毎に抽出した文字列属性を用いて、
同じ書式の文書帳票に共通かつ記録文字列毎の特徴量を抽出する（ステップＳ６０６）。
　具体的には、特徴量抽出部１９２は、記録文字列毎に、複数の文書帳票におけるその記
録文字列の文字列属性を解析して、１つの記録文字列に１つの特徴量を抽出する。
　ステップＳ６０４で、特徴量抽出部１９２が、文書帳票内の全ての記録文字列を一意に
特定したと判定した場合（ステップＳ６０４：ＹＥＳ）も、処理がステップＳ６０６へ進
む。
【００３１】
　特徴量抽出部１９２が、同じ書式の文書帳票に共通かつ記録文字列毎の特徴量を抽出す
る方法は、特定の方法に限定されない。例えば、特徴量抽出部１９２が、複数の文書帳票
から得られた複数の文字列属性について、先頭の文字の座標、末尾の文字の座標、文字の
種類、文字の高さ、フォントの種類などの項目毎に最頻値（Mode）を求めるようにしても
よい。また、特徴量抽出部１９２が、先頭の文字の座標、末尾の文字の座標、文字の高さ
、文字間の距離など数値で示される属性について項目毎に平均値（Average）または中央
値（Median）を求めるようにしてもよい。また、特徴量抽出部１９２が、数値で表される
項目について、その最大値および最小値を特徴量とするなど、範囲を有する特徴量、ある
いは、複数の数値で表される特徴量を用いるようにしてもよい。また、特徴量抽出部１９
２が、文字の種類、フォントの種類など数値以外の属性を数値化して特徴量を求めるよう
にしてもよい。また、特徴量抽出部１９２が、公知の機械学習アルゴリズムを用いて特徴
量を抽出するようにしてもよい。
　特徴量抽出部１９２が、文書帳票の１つの書式かつ１つの記録文字列について複数の数
値を取得した場合、これら複数の数値をベクトル化して１つのベクトルの特徴量を抽出す
るようにしてもよい。
【００３２】
　特徴量抽出部１９２が抽出した、同じ書式の文書帳票に共通かつ記録文字列毎の特徴量
を第一特徴量と称する。特徴量抽出部１９２は、同じ書式の複数枚の文書帳票を用いて、
その書式における記録文字列それぞれの第一特徴量を抽出する。第一特徴量は記録文字列
を抽出するための特徴量である。第一特徴量に、文字の属性を示す情報、文字列の範囲を
示す座標の何れか、またはこれらの組み合わせが含まれていてもよい。
　特徴量抽出部１９２は、記録文字列毎に得られた第一特徴量を、文書帳票の書式の識別
子に紐づけてデータベース４に記録する（ステップＳ６０７）。
【００３３】
　例えば特徴量抽出部１９２は、図４の文書帳票５の書式に含まれる記録文字列である日
付５１、発注先５２、商品名５３、数量５４、金額５５それぞれの、文字属性、文字列の
範囲を示す座標などを示す各第一特徴量を、文書帳票５の書式識別子に紐づけてデータベ
ース４に記録する。
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　ステップＳ６０７の後、画像処理装置１は、図６の処理を終了する。
【００３４】
　以上の処理により画像処理装置１は、作業者の記録文字列を記録する労力を軽減するた
めに利用する情報（第一特徴量）を抽出してデータベース４に蓄積することができる。こ
れにより画像処理装置１は新たな文書帳票の画像データの入力を受けて、その文書帳票に
含まれる記録文字列を自動でデータベース４に記録していくことができる。図８を参照し
て、その処理について説明する。
【００３５】
　図８は第一実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第二の図である。図８は、
画像処理装置１が、新たに入力された画像データから記録文字列を抽出する処理手順の例
を示す。
　作業者は新たな文書帳票を画像読取装置２に読み取らせる操作を行う。これにより画像
読取装置２は文書帳票の画像データを生成して画像処理装置１へ出力（送信）する。画像
処理装置１の取得部１９１は、通信部１１０の受信データから画像データを取得する（ス
テップＳ７０１）。取得部１９１は画像データを特徴量抽出部１９２へ出力する。特徴量
抽出部１９２は画像データをＯＣＲ処理して、文字列と、その文字列に含まれる文字の特
徴（文字属性）と、その文字列の範囲の画像データ中の座標とを文字列毎に検出する（ス
テップＳ７０２）。特徴量抽出部１９２はそれら検出した情報を特徴量化した第三特徴量
を、画像データ中の文字列毎に抽出する（ステップＳ７０３）。つまり第三特徴量は新た
に読み込んだ画像データの文書帳票に含まれる文字列の特徴を示す情報である。その後、
特徴量抽出部１９２はデータベース４から記録文字列毎の第一特徴量を読み出す（ステッ
プＳ７０４）。特徴量抽出部１９２は記録部１９３へ第三特徴量と第一特徴量とを出力す
る。
【００３６】
　記録部１９３は画像データ中の文字列毎の第三特徴量と、記録文字列毎の第一特徴量と
を取得する。記録部１９３は、各第一特徴量に対して第三特徴量が一意に対応付けられる
かを判定する（ステップＳ７０５）。例えば、第一特徴量が文字列の範囲を示す座標を含
んで構成されており、記録部１９３は、各第一特徴量に含まれる文字列の範囲を示す座標
を用いて、各第一特徴量が示す当該座標に対応する座標を有する第三特徴量が全て存在す
るかを判定する。
　各第一特徴量の座標に対応する座標を有する第三特徴量が全て存在する場合（ステップ
Ｓ７０５：ＹＥＳ）には、記録文字列に対応する文書帳票内の全ての記載事項に文字の記
載が存在する。一方、各第一特徴量の座標に対応する座標を有する第三特徴量が全て存在
しない場合には、文書帳票内の何れかの記載事項に文字の記載が無い状態である。
【００３７】
　ステップＳ７０５でＹＥＳの場合、記録部１９３は、第一特徴量に含まれる文字属性と
、その第一特徴量に対応する第三特徴量に含まれる文字属性がそれぞれ一致するかどうか
を判定する（ステップＳ７０６）。
【００３８】
　記録部１９３は、ステップＳ７０６の判定結果がＹＥＳとなり文字属性が一致する場合
（ステップＳ７０６：ＹＥＳ）、現在処理している画像データにおいて１つまたは複数の
第三特徴量が示す座標に基づく記録文字列の範囲に矩形枠を表示した確認画面を生成する
。記録部１９３はその確認画面をモニタに出力する（ステップＳ７０７）。作業者はこの
確認画面に表示された矩形領域を確認して、画像処理装置１が記録しようとする記録文字
列を確認することができる。これにより作業者は記録文字列に不足が無いかを確認するこ
とができる。すなわち、作業者は全ての記録文字列が選択されているか（確認画面におい
て矩形枠で囲まれているか）確認することができる。
　確認画面にはＯＫまたはＮＧの何れかのボタンのアイコン画像が表示されている。この
ボタンのアイコン画像のうちＯＫのボタンを選択することにより作業者は記録文字列とし
ての選択に不足がないことを指示することができる。他方、ボタンのアイコン画像のうち



(9) JP 6784274 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

ＮＧのボタンを選択することにより作業者は記録文字列としての選択に不足があることを
指示することができる。
【００３９】
　なお確認画面をモニタに出力する理由を、図４を用いて説明する。図４では、記録文字
列のうち商品名５３が６つ記入されている。過去の文書帳票においても６つの商品名５３
の記入が最大だった場合、新たな文書帳票に対して、商品名５３は１～６個の範囲内で自
動的に記録文字列と判定される。したがって、例えば新たな帳票では商品名５３が７つ記
載されていた場合、１～６個目までの部分については、ステップＳ７０５、Ｓ７０６いず
れもＹＥＳとなるため、画像処理装置１は７個目の文字列を記録せずに終了してしまう。
このような事象が改善されるように、画像処理装置１は、ステップＳ７０７で記録文字列
を記録する前に、確認画面を表示して、作業者に対して、記録して終了してよいかの確認
を行う。
【００４０】
　記録部１９３は作業者のボタンのアイコン画像の押下に応じて、全ての記録文字列が選
択されているかを判定する（ステップＳ７０８）。記録部１９３は全ての記録文字列が選
択されている場合（ステップＳ７０８：ＹＥＳ）には、記録文字列を文書帳票の識別情報
に対応付けて記録テーブルに記録する（ステップＳ７０９）。
【００４１】
　例えば、文書帳票の画像データ中から第三特徴量ａ３、第三特徴量ｂ３、第三特徴量ｃ
３、第三特徴量ｄ３が取得できたとする。そして第三特徴量ａ３が予めデータベースに記
録されている第一特徴量ａ１と、第三特徴量ｂ３が第一特徴量ｂ１と、第三特徴量ｃ３が
第一特徴量ｃ１と、第三特徴量ｄ３が第一特徴量ｄ１とそれぞれ特徴量が一致したとする
。この場合、記録部１９３は、第三特徴量ａ３、第三特徴量ｂ３、第三特徴量ｃ３、第三
特徴量ｄ３それぞれに対応する文字列を、記録文字列として文書帳票の記録テーブルに記
録する。ここでいう第三特徴量に対応する文字列は、その第三特徴量の抽出元の文字列で
ある。
　ステップＳ７０９の後、画像処理装置１は、図８の処理を終了する。
【００４２】
　上述のステップＳ７０５でＮＯの場合、またはステップＳ７０６でＮＯの場合、または
ステップＳ７０８でＮＯの場合、記録部１９３は、第一特徴量が示す当該座標に対応する
座標を有する第三特徴量が存在しなかった場合の処理を行う。具体的には記録部１９３は
、画像データ中の対応する座標の第三特徴量が存在しなかった第一特徴量の座標の範囲に
入力欄を設けた帳票画像（文書帳票の画像）の入力用画像データを生成してモニタに出力
する（ステップＳ７１０）。入力用画像データはＨＴＭＬやＸＭＬなどのマークアップ言
語で記述されたデータであってよい。作業者はこの入力用画像データを見ながら、画像処
理装置１のキーボード等の入力装置を操作して、モニタに表示されている入力用画像デー
タ内の入力欄に記録文字列を入力する。当該入力用画像データには保存ボタンが表示され
ており、保存ボタンの押下操作をすると記録部１９３は既に文書帳票について取得した第
三特徴量の他、新たに入力用画像データの入力欄に入力された文字列を含む第三特徴量を
抽出する（ステップＳ７１１）。
【００４３】
　記録部１９３は帳票画像データの識別子と記録文字列とを対応付けてデータベース４に
記録する（ステップＳ７１２）。具体的には、記録部１９３は、ステップＳ７１１で入力
欄に入力された文字列については、入力された文字列を記録文字列とし、それ以外の記録
文字については、第一特徴量と第三特徴量との比較で特定された文字列を記録文字列とす
る。そして、記録部１９３は、記録文字列と帳票画像データの識別子とを対応付けてデー
タベース４に記録する。
　ステップＳ７１２の後、画像処理装置１は、図８の処理を終了する。
【００４４】
　画像処理装置１が、図８の処理で第一特徴量を更新するようにしてもよい。例えば画像
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処理装置１が、ステップＳ７１１の後、図６の処理フローを再度実施するようにしてもよ
い。あるいは画像処理装置１が、ステップＳ７１１の後に追加学習を行うことで、図６で
処理済みのデータについては再度処理を行うことなく第一特徴量を更新するようにしても
よい。さらに、画像処理装置１が、ステップＳ７０８でＹＥＳの場合も、図６の処理フロ
ーの再実施または追加学習にて第一特徴量を更新するようにしてもよい。
　画像処理装置１が、図８の処理で第一特徴量を更新することで、サンプルデータ数が増
加して第一特徴量の精度が向上し、画像処理装置１が記録文字列を抽出する精度が向上す
ることが期待される。また、図８の処理で記録文字列が追加された場合、画像処理装置１
が新たに追加された記録文字列についても画像データから抽出できるようになり、作業者
が文字列を入力する手間を省けることが期待される。
【００４５】
　図８に示す処理によれば、画像処理装置１は予め作業者が記録しておいた文書帳票の画
像データと記録文字列とによって、新たに入力させた文書帳票の画像データにおける記録
文字列を自動的に記録することができる。したがって画像処理装置１は文書帳票における
記録文字列の記録の作業者の労力を軽減することができる。
　また文書帳票に記録文字列が記載されていない場合でも、本来、記載されているべき記
録文字列に対応する記載事項が記載されていない場合には画像処理装置１は入力用画像デ
ータを出力する。これにより文書帳票において記載すべき記載事項に対して入力していな
い誤りが見つかると共に、その記載事項が示す記録文字列を容易に記録することができる
。
【００４６】
＜第二実施形態＞
　第二実施形態では、画像処理装置１が、文書帳票の複数の書式に対応する場合について
説明する。
　図９は第二実施形態に係る画像処理装置の機能構成を示す概略ブロック図である。
　図９に示すように第二実施形態に係る画像処理装置１は、図３で示した各機能部に加え
、さらにグループ分類部１９４、グループ特定部１９５の機能を有する。
【００４７】
　図１０は第二実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第一の図である。
　次に第二実施形態に係る画像処理装置１の処理フローについて順を追って説明する。
　データベース４には書式が異なる複数の文書帳票についての画像データと、各文書帳票
に記述されている記録文字列の組み合わせが、その文書帳票毎に多数記録されている。こ
のような状態で作業者が画像処理装置１を起動し、当該画像処理装置１へ処理開始を指示
する。
【００４８】
　画像処理装置１の取得部１９１はデータベース４から文書帳票の画像データとその画像
データに対応する記録文字列の情報とを全て読み込んだかを判定する（ステップＳ９０１
）。ＮＯの場合、取得部１９１はデータベース４から文書帳票の画像データとその画像デ
ータに対応する記録文字列の情報とを読み取る（ステップＳ９０２）。取得部１９１は画
像データと記録文字列とを特徴量抽出部１９２へ出力する。特徴量抽出部１９２は画像デ
ータをＯＣＲ処理して画像データ中の全ての文字列とその画像データ内の座標とを検出す
る（ステップＳ９０３）。なお文字列は複数の文字によって構成される文字の纏まりであ
る。特徴量抽出部１９２は他の文字との間隔などによってその１つの纏まりの範囲を解析
し、その範囲に含まれる１つまたは複数の文字を文字列として抽出すると共に、その画像
データ内の文字列の範囲を示す座標を検出する。文字列として含まれる文字は、表意文字
、表音文字などの記号、マーク、アイコン画像などを含んでよい。
【００４９】
　特徴量抽出部１９２はＯＣＲ処理により画像データから抽出した文字列と、画像データ
と共にデータベース４から読み取った記録文字列とを比較する。特徴量抽出部１９２はＯ
ＣＲ処理により画像データから抽出した文字列のうち、記録文字列の文字情報と一致した
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画像データ中の文字列と、その文字列に含まれる文字の属性と、その範囲の座標とを特定
する（ステップＳ９０４）。
【００５０】
　第一実施形態で説明したように、文字の属性は、数字、アルファベット、ひらがな、漢
字、文字数、文字高さ、フォントなどにより表される情報である。また文字列の範囲の座
標は、文書帳票における文字列の位置を示す座標である。例えば、文字列の範囲の座標は
、文字列に含まれる先頭文字の座標、終了文字の座標などを示す情報であってもよい。文
字列に含まれる文字の属性と文字列の範囲の座標とを総称して、文字列の属性または文字
列属性と表記する。
【００５１】
　第一実施形態の場合と同様、ここでの文字情報は、文字列のみであってもよいし、文字
列属性を含んでいてもよい。すなわち、特徴量抽出部１９２が、記録文字列と画像データ
中の文字列とが文字列として同一か否かを判定するようにしてもよい。あるいは、特徴量
抽出部１９２が、文字の同一性に加えて、文字列属性の同一性を判定するようにしてもよ
い。
【００５２】
　次に、特徴量抽出部１９２は、文書帳票内の全ての記録文字列を一意に特定したか否か
を判定する（ステップＳ９０５）。
　一意に特定していないと判定した場合（ステップＳ９０５：ＮＯ）、特徴量抽出部１９
２は、記録文字列の候補それぞれの範囲を枠で示した画像を表示部１２０に表示させ、作
業者によって選択された文字列に記録文字列を特定する（ステップＳ９０６）。第一実施
形態の場合と同様、ここでいう記録文字列の候補は、ステップＳ９０４で文字情報が記録
文字列の文字情報と一致した文字列のうち、ステップＳ９０５で、一意に特定されていな
いと判定された記録文字列に対応付けられている文字列である。特徴量抽出部１９２が、
１つの記録文字列の文字情報に対して、文書帳票における複数の文字列それぞれの文字情
報が一致すると判定した場合、これら複数の文字列が、その記録情報の候補となる。作業
者が、これら複数の文字列のうち何れか１つを選択することで、記録文字列が一意に特定
される。
【００５３】
　特徴量抽出部１９２は、文書帳票毎かつ記録文字列毎に抽出した文字列属性を用いて、
文書帳票毎かつ記録文字列毎の特徴量を抽出する（ステップＳ９０７）。具体的には、特
徴量抽出部１９２は、ステップＳ９０４で記録文字列に対応付けた文字列の文字列属性を
特徴量化する。第二実施形態では複数種類の書式を対象とするため、文書帳票を書式毎に
グループ分けしていないステップＳ９０７の時点では、図６のステップＳ６０６の場合と
異なり直接第一特徴量を抽出することはできない。そこで、特徴量抽出部１９２は、グル
ープ毎の第一特徴量を抽出する準備として、文書帳票毎かつ記録文字列毎の特徴量を抽出
しておく。この文書帳票毎かつ記録文字列毎の特徴量を個別第一特徴量と称する。
　ステップＳ９０５で、特徴量抽出部１９２が、文書帳票内の全ての記録文字列を一意に
特定したと判定した場合（ステップＳ９０５：ＹＥＳ）も、処理がステップＳ９０７へ進
む。
　特徴量抽出部１９２は、得られた個別第一特徴量を、文書帳票の識別子および記録文字
列の識別子に紐づけてデータベース４に記録する（ステップＳ９０８）。記録文字列の識
別子として、例えばその記録文字列の位置を示す座標値を用いることができる。
【００５４】
　例えば特徴量抽出部１９２は、図４の文書帳票５の書式に含まれる記録文字列である日
付５１、発注先５２、商品名５３、数量５４、金額５５それぞれの、文字属性、文字列の
範囲を示す座標などを示す個別第一特徴量を、文書帳票毎かつ記録文字列毎に、文書帳票
５の書式識別子に紐づけてデータベース４に記録する。
【００５５】
　特徴量抽出部１９２はまた、記録文字列に含まれる文字情報と一致しない画像データ中
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の非記録文字列と、その非記録文字列の文字列属性とを抽出する（ステップＳ９０９）。
上述したように、非記録文字列は、作業者によって記録されない文字列、すなわち、記録
文字列以外の文字列である。文字列属性には、その文字列に含まれる文字の属性を示す情
報、その文字列の範囲の座標を示す情報の何れか一方あるは両方が含まれていてもよい。
【００５６】
　特徴量抽出部１９２は、文書帳票毎かつ非記録文字列毎に抽出した文字列属性を用いて
、文書帳票毎かつ非記録文字列毎の特徴量を抽出する（ステップＳ９１０）。
　具体的には、特徴量抽出部１９２は、ステップＳ９０４で何れの記録文字列にも対応付
けられなかった文字列の各々について、その文字列の属性（文字列属性）を特徴量化する
。第一特徴量の場合と同様、文書帳票を書式毎にグループ分けしていないステップＳ９１
０の時点では、同じ書式の文書帳票に共通の特徴量を生成することはできない。そこで、
特徴量抽出部１９２は、グループ毎の第二特徴量を抽出する準備として、文書帳票毎かつ
非記録文字列毎の特徴量を抽出しておく。この文書帳票毎かつ非記録文字列毎の特徴量を
個別第二特徴量と称する。
　特徴量抽出部１９２が、文書帳票毎、かつ、複数の非記録文字列を纏めた個別第二特徴
量を生成するようにしてもよい。例えば、特徴量抽出部１９２が、１つの文書帳票につき
１つの個別第二特徴量を生成するようにしてもよい。
【００５７】
　特徴量抽出部１９２は、得られた個別第二特徴量を、文書帳票の識別子および非記録文
字列の識別子に紐づけてデータベース４に記録する（ステップＳ９１１）。非記録文字列
の識別子として、例えばその非記録文字列の位置を示す座標値を用いることができる。
　例えば特徴量抽出部１９２は、図４の文書帳票５の書式に含まれる非記録文字列である
発注者の名称５０１、発注者のエンブレム画像、文書帳票のタイトル５０３、挨拶文５０
４などを示す個別第二特徴量を、文書帳票５の識別子および非記録文字列の識別子に紐づ
けてデータベース４に記録する。
【００５８】
　データベース４には、文書帳票の複数の書式それぞれについて、その書式の文書帳票の
画像データとその画像データに対応する記録文字列の情報が記録されている。画像処理装
置１の取得部１９１は全ての文書帳票についての画像データと記録文字列の情報を読み込
むまでステップＳ９０１～ステップＳ９１１の処理を繰り返す。
【００５９】
　ステップＳ９０１で、取得部１９１がデータベース４から文書帳票の画像データとその
画像データに対応する記録文字列の情報とを全て読み込んだと判定した場合（ステップＳ
９０１：ＹＥＳ）、グループ分類部１９４が文書帳票をグループ分けする（ステップＳ９
２１）。グループ分類部１９４は、文書帳票の画像データに含まれる個別第二特徴量に基
づいて、文書帳票をグループ分けする。例えばグループ分類部１９４は、各文書帳票を、
個別第二特徴量が示す非記録文字列の一致度や、エンブレム画像の一致度、非記録文字列
の座標範囲の一致度などに基づいてグループ分けする。グループ分類部１９４はこのグル
ープ分けの処理において文書帳票のグループ識別子を決定する。グループ分類部１９４は
全ての文書帳票についてグループ分けが終了したかを判定する（ステップＳ９２２）。
【００６０】
　グループ分類部１９４は全ての文書帳票のグループ分けが完了していない場合にはステ
ップＳ９２１の処理を繰り返す。具体的には、ステップＳ９２２で、グループ分けを終了
していない文書帳票があるとグループ分類部１９４が判定した場合（ステップＳ９２２：
ＮＯ）、処理がステップＳ９２１へ戻る。
　グループ分類部１９４は、全ての文書帳票のグループ分けが完了した場合（ステップＳ
９２２：ＹＥＳ）、文書帳票の識別子とその文書帳票に付与されたグループ識別子とを対
応付けてデータベース４のグループテーブル（記録テーブル）に記録する（ステップＳ９
２３）。
【００６１】
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　そして特徴量抽出部１９２は、あるグループに属する１つまたは複数の文書帳票の各個
別第一特徴量および各個別第二特徴量をデータベース４から読み取り、グループに属する
文書帳票の各個別第一特徴量および各個別第二特徴量に対応する各グループ第一特徴量、
各グループ第二特徴量を抽出する（ステップＳ９２４）。各グループ第一特徴量はグルー
プに属する文書帳票の各個別第一特徴量の平均等の値であってもよい。同様に各グループ
第二特徴量はグループに属する文書帳票の各個別第二特徴量の平均等の値であってもよい
。各グループ第一特徴量、各グループ第二特徴量は、各個別第一特徴量の平均、各個別第
二特徴量の平均でなくとも、所定の統計処理や機械学習等の手法を用いて、グループに属
する１つ又は複数の文書帳票の記録文字列や非記録文字列を特定できるよう算出された特
徴量であれば、どのような手法を用いて、各グループ第一特徴量、各グループ第二特徴量
を抽出してもよい。
【００６２】
　例えば、特徴量抽出部１９２がステップＳ９２４で、同一グループに属する複数の文書
帳票から記録文字列毎に文字列属性を抽出して（直接的に）グループ第一特徴量を生成す
るようにしてもよい。この場合、特徴量抽出部１９２が、ステップＳ９０７およびステッ
プＳ９０８での個別第一特徴量の抽出および記録をパスする（特に何も処理を行わない）
。
　一方、個別第二特徴量については、ステップＳ９２１でのグループ分けで使用できるよ
うに、特徴量抽出部１９２がステップＳ９１０で抽出しておく。但し、ステップ９２１で
、グループ分類部１９４が、個別第二特徴量を用いず非記録文字列を用いて文書帳票のグ
ループ分けを行うようにしてもよい。この場合、特徴量抽出部１９２がステップＳ９２４
で、同一グループに属する複数の文書帳票の非記録文字列の文字列属性から（直接的に）
グループ第二特徴量を抽出するようにしてもよい。この場合、特徴量抽出部１９２は、ス
テップＳ９０９～ステップＳ９１１では特に何も処理を行わない。
　特徴量抽出部１９２は、グループそれぞれについて各グループ第一特徴量、各グループ
第二特徴量を算出し、グループの識別子に対応付けてデータベース４に記録する（ステッ
プＳ９２５）。
　ステップＳ９２５の後、画像処理装置１は、図１０の処理を終了する。
【００６３】
　以上の処理により画像処理装置１は、作業者の記録文字列を記録する労力を軽減するた
めに必要な情報（グループ第一特徴量およびグループ第二特徴量）を文書帳票のグループ
毎に抽出してデータベース４に蓄積することができる。これにより画像処理装置１は新た
な文書帳票の画像データの入力を受けて、その文書帳票に含まれる記録文字列を自動でデ
ータベース４に記録していくことができる。図１１を参照して、その処理について説明す
る。
【００６４】
　図１１は第二実施形態に係る画像処理装置の処理フローを示す第二の図である。図１１
は、画像処理装置１が、新たに入力された画像データから記録文字列を抽出する処理手順
の例を示す。
　作業者は新たな文書帳票を画像読取装置２に読み取らせる操作を行う。これにより画像
読取装置２は文書帳票の画像データを生成して画像処理装置１へ出力（送信）する。画像
処理装置１の取得部１９１は、通信部１１０の受信データから画像データを取得する（ス
テップＳ１００１）。取得部１９１は画像データを特徴量抽出部１９２へ出力する。特徴
量抽出部１９２は画像データをＯＣＲ処理して、文字列と、その文字列に含まれる文字の
特徴（文字属性）と、その文字列の範囲の画像データ中の座標とを文字列毎に検出する（
ステップＳ１００２）。特徴量抽出部１９２はそれら検出した情報を特徴量化した第三特
徴量を、画像データ中の文字列毎に抽出する（ステップＳ１００３）。第三特徴量は新た
に読み込んだ画像データの文書帳票に含まれる文字列の特徴を示す情報である。
【００６５】
　次にグループ特定部１９５が、データベース４が記憶しているグループ第二特徴量のう
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ち新たな文書帳票のグループ特定に利用するグループ第二特徴量を読み取る。当該グルー
プ第二特徴量は例えば文書帳票の画像データに表示される発注者のエンブレム画像５０２
に対応する特徴量であってよい。グループ特定部１９５はあるグループ第二特徴量に示す
情報が、ステップＳ１００１で取得した文書帳票の画像データから特定できるかどうかを
判定する。グループ特定部１９５は全てのグループについてのグループ第二特徴量を用い
て同様の処理を行う。グループ特定部１９５はデータベース４から読み取ったグループ第
二特徴量に一致する情報が新たに読み込んだ文書帳票の画像データから特定できた場合、
そのグループ第二特徴量を有するグループを、新たに読み込んだ文書帳票の画像データの
グループと特定する（ステップＳ１００４）。その後、グループ特定部１９５はデータベ
ース４からそのグループについての１つまたは複数のグループ第一特徴量を読み出す（ス
テップＳ１００５）。グループ特定部１９５は記録部１９３へ第三特徴量と１つまたは複
数のグループ第一特徴量とを出力する。グループ第一特徴量はそのグループに属する文書
帳票内の１つまたは複数の記録文字列を特定するための特徴量である。
【００６６】
　記録部１９３は画像データ中の１つまたは複数の文字列についての第三特徴量と、１つ
または複数のグループ第一特徴量とを取得する。記録部１９３は各グループ第一特徴量に
含まれる文字列の範囲を示す座標を用いて、各グループ第一特徴量が示す当該座標に対応
する座標を有する第三特徴量が全て存在するかを判定する（ステップＳ１００６）。各グ
ループ第一特徴量の座標に対応する座標を有する第三特徴量が全て存在する場合には、記
録文字列に対応する文書帳票内の全ての記載事項に文字の記載が存在する。一方、各グル
ープ第一特徴量の座標に対応する座標を有する第三特徴量が全て存在しない場合には、文
書帳票内の何れかの記載事項に文字の記載が無い状態である。
【００６７】
　ステップＳ１００６でＹＥＳの場合、記録部１９３は、グループ第一特徴量に含まれる
文字属性と、座標に基づいて特定された対応する第三特徴量に含まれる文字属性とがそれ
ぞれ一致するかどうかを判定する（ステップＳ１００７）。
【００６８】
　記録部１９３は、ステップＳ１００７の判定結果がＹＥＳとなり文字属性が一致する場
合、現在処理している画像データにおいて１つまたは複数の第三特徴量が示す座標に基づ
く記録文字列の範囲に矩形枠を表示した確認画面を生成する。記録部１９３はその確認画
面をモニタに出力する（ステップＳ１００８）。作業者はこの確認画面に表示された矩形
領域を確認して、画像処理装置１が記録しようとする記録文字列を確認することができる
。これにより作業者は記録文字列に不足が無いかを確認することができる。すなわち、作
業者は全ての記録文字列が選択されているか（確認画面において矩形枠で囲まれているか
）確認することができる。
　確認画面にはＯＫまたはＮＧの何れかのボタンのアイコン画像が表示されている。この
ボタンのアイコン画像のうちＯＫのボタンを選択することにより作業者は記録文字列とし
ての選択に不足がないことを指示することができる。他方、ボタンのアイコン画像のうち
ＮＧのボタンを選択することにより作業者は記録文字列としての選択に不足があることを
指示することができる。
【００６９】
　記録部１９３は作業者のボタンのアイコン画像の押下に応じて、全ての記録文字列が選
択されているかを判定する（ステップＳ１００９）。記録部１９３は全ての記録文字列が
選択されている場合（ステップＳ１００９：ＹＥＳ）には、記録文字列を文書帳票の識別
情報に対応付けて記録テーブルに記録する（ステップＳ１０１０）。
【００７０】
　例えば、文書帳票の画像データ中から第三特徴量ａ３、第三特徴量ｂ３、第三特徴量ｃ
３、第三特徴量ｄ３が取得できたとする。そして第三特徴量ａ３が予めデータベースに記
録されているグループ第一特徴量ｇ１１と、第三特徴量ｂ３がグループ第一特徴量ｇ１２
と、第三特徴量ｃ３がグループ第一特徴量ｇ１３と、第三特徴量ｄ３がグループ第一特徴
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量ｇ１４とそれぞれ特徴量が一致したとする。この場合、記録部１９３は、第三特徴量ａ
３、第三特徴量ｂ３、第三特徴量ｃ３、第三特徴量ｄ３それぞれに対応する文字列を、記
録文字列として文書帳票の記録テーブルに記録する。ここでいう第三特徴量に対応する文
字列は、その第三特徴量の抽出元の文字列である。
　ステップＳ１０１０の後、画像処理装置１は、図１１の処理を終了する。
【００７１】
　上述のステップＳ１００６でＮＯの場合、またはステップＳ１００７でＮＯの場合、ま
たはステップＳ１００９でＮＯの場合、記録部１９３は、グループ第一特徴量が示す当該
座標に対応する座標を有する第三特徴量が存在しなかった場合の処理を行う。具体的には
記録部１９３は、画像データ中の対応する座標の第三特徴量が存在しなかったグループ第
一特徴量の座標の範囲に入力欄を設けた帳票画像（文書帳票の画像）の入力用画像データ
を生成してモニタに出力する（ステップＳ１０１１）。入力用画像データはＨＴＭＬやＸ
ＭＬなどのマークアップ言語で記述されたデータであってよい。作業者はこの入力用画像
データを見ながら、画像処理装置１のキーボード等の入力装置を操作して、モニタに表示
されている入力用画像データ内の入力欄に記録文字列を入力する。当該入力用画像データ
には保存ボタンが表示されており、保存ボタンの押下操作をすると記録部１９３は既に文
書帳票について取得した第三特徴量の他、新たに入力用画像データの入力欄に入力された
文字列を含む第三特徴量を抽出する（ステップＳ１０１２）。
【００７２】
　記録部１９３は帳票画像データの識別子と記録文字列とを対応付けてデータベース４に
記録する（ステップＳ１０１３）。具体的には、記録部１９３は、ステップＳ７１１で入
力欄に入力された文字列については、入力された文字列を記録文字列とし、それ以外の記
録文字については、第一特徴量と第三特徴量との比較で特定された文字列を記録文字列と
する。そして、記録部１９３は、記録文字列と帳票画像データの識別子とを対応付けてデ
ータベース４に記録する。
　ステップＳ１０１３の後、画像処理装置１は、図１１の処理を終了する。
【００７３】
　画像処理装置１が、図１１の処理で第一特徴量を更新するようにしてもよい。例えば画
像処理装置１が、ステップＳ１０１２の後、図６の処理フローを再度実施するようにして
もよい。あるいは画像処理装置１が、ステップＳ１０１２の後に追加学習を行うことで、
図６で処理済みのデータについては再度処理を行うことなく第一特徴量を更新するように
してもよい。さらに、画像処理装置１が、ステップＳ１００９でＹＥＳの場合も、図６の
処理フローの再実施または追加学習にて第一特徴量を更新するようにしてもよい。
　画像処理装置１が、図１１の処理で第一特徴量を更新することで、サンプルデータ数が
増加して第一特徴量の精度が向上し、画像処理装置１が記録文字列を抽出する精度が向上
することが期待される。また、図１１の処理で記録文字列が追加された場合、画像処理装
置１が新たに追加された記録文字列についても画像データから抽出できるようになり、作
業者が文字列を入力する手間を省けることが期待される。
【００７４】
　図１１に示す処理によれば、画像処理装置１は予め作業者が記録しておいた複数の書式
それぞれの文書帳票の画像データと記録文字列とによって、新たに入力させた文書帳票の
種別によらずにその文書帳票の画像データにおける記録文字列を自動的に記録することが
できる。したがって画像処理装置１は文書帳票における記録文字列の記録の作業者の労力
を軽減することができる。
　また文書帳票に記録文字列が記載されていない場合でも、本来、記載されているべき記
録文字列に対応する記載事項が記載されていない場合には画像処理装置１は入力用画像デ
ータを出力する。これにより文書帳票において記載すべき記載事項に対して入力していな
い誤りが見つかると共に、その記載事項が示す記録文字列を容易に記録することができる
。
【００７５】
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＜第三実施形態＞
　なお、画像処理装置１の処理の他の例としては、作業者が予め文書帳票のグループを画
像処理装置１に登録しておいてもよい。例えば作業者は、過去において文書帳票の画像デ
ータを登録する際、文書帳票の種類に合わせてグループ識別子を入力しておき文書帳票の
画像データと紐づけてデータベース４に登録しておく。これにより、同一グループ内に画
像処理装置１の処理誤り等により異種の帳票が混じることがなくなり、精度のよい第一特
徴量を抽出することができる。なおこの場合、登録時は作業者が文書帳票のグループを入
力するが、新たな帳票に対しては、ステップＳ１００４と同じく、第二特徴量を用いてグ
ループ特定する。
【００７６】
＜第四実施形態＞
　また、画像処理装置１の処理の他の例としては、画像処理装置１は第二特徴量を用いて
文書帳票をグループ分けするだけでなく、第一特徴量を用いて、また第二特徴量と共に第
一特徴量を用いて、文書帳票をグループ分けするようにしてもよい。第一特徴量は記録文
字列の特徴量であるが、同じ種類の文書帳票であれば、記録文字列の座標やその文字属性
は同じであると考えられ、第一特徴量を用いて帳票をグループ分けすることが可能となる
。最初のグループ分けを第四実施形態で示すように作業者が行い、新たな文書帳票に対し
てはステップＳ１００４の処理により第一特徴量を用いてグループ分けすることにより、
ＯＣＲ処理において精度よく記録文字列を読み取ることが可能となる。
　この場合、取得部１９１が、複数の帳票画像データとその帳票画像データに含まれる文
字列のうち記録対象となった記録文字列とを取得する。そしてグループ分類部１９４が第
一特徴量に基づいて帳票画像データをグループ分けする。そして、特徴量抽出部１９２は
、グループに含まれる帳票画像データに対応する第一特徴量を用いて記録文字列を抽出す
る。
【００７７】
＜第五実施形態＞
　第二実施形態においてはステップＳ１００４において第二特徴量に基づいて新たな帳票
のグループを特定している。しかしながら、別の処理態様として、画像処理装置１はグル
ープを特定する処理を行わずに、作業者により設定された全グループに対して、１グルー
プごとに順に特定して第一特徴量を読み出し、第三特徴量と一致する個数をカウントする
。正しいグループの場合には最も多く第一特徴量と第三特徴量とが一致するはずなので、
画像処理装置１は一致個数が最も多いときの特定グループの第三特徴量それぞれに含まれ
る文字列をステップＳ１００８において記録する。これにより、グループを特定しなくて
も記録文字列を記録することができる。
　この場合、取得部１９１が、複数の帳票画像データとその帳票画像データに含まれる文
字列のうち記録対象となった記録文字列とを取得する。そして、特徴量抽出部１９２は、
取得部１９１の取得した帳票画像データを認識処理した結果に基づいて、記録文字列の特
徴を示す第一特徴量または記録文字列以外の認識情報を示す第二特徴量を抽出する。特徴
量抽出部１９２は、予め設定された所定のグループに含まれる帳票画像データに対応する
第一特徴量を用いて記録文字列を抽出する。
【００７８】
　以上のように、特徴量抽出部１９２は、文書画像の文字認識の結果得られた文字列のう
ち、記録文字列として指定された文字列を特定する。表示部１２０は、特徴量抽出部１９
２が記録文字列の候補を複数特定した場合、それら複数の候補の位置を示す確認画面を出
力する。特徴量抽出部１９２は、確認画面においてユーザが特定した位置における記録文
字列の特徴量を抽出する。
　これにより、画像処理装置１では、記録文字列を一意に特定できなかった場合でも、候
補の提示および作業者（ユーザ）による特定によって、記録文字列を一意に特定して特徴
量の抽出を行うことができる。この点で、画像処理装置１によれば、文字認識結果の確認
および修正を行う作業者に対して、文字認識対象のフォーマットが予めわかっていない場



(17) JP 6784274 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

合でも、かつ、表形式のフォーマットに限定されずに、確認および修正の作業を支援する
ことができる。
　また、画像処理装置１が、記録文字列の候補の位置を示す確認画面をユーザに提示する
ことで、作業者は、提示される位置を参照して比較的容易に記録文字列の候補の位置を把
握できる。
【００７９】
　また、表示部１２０は、複数の候補の位置を、文書画像上で文字列を特定する表示にて
示す確認画面を出力する。
　表示部１２０が、文書画像上で文字列を特定するという直接的な表示で記録文字列の候
補を作業者に示すことで、作業者は、比較的容易に記録文字列の候補の位置を把握できる
。画像処理装置１によれば、この点で、作業者の負担が小さい。
【００８０】
　また、特徴量抽出部１９２は、文字列を特定する表示を行った文書画像上でのユーザ操
作にて特定された文字列を記録文字列として特徴量の抽出を行う。
　これにより、作業者は、文書画像上に示されている文字列の何れかを選択するという簡
単な操作で記録文字列を特定することができる。画像処理装置１によれば、この点で、作
業者の負担が小さい。
【００８１】
　また、記録部１９３は、特徴量抽出部１９２が抽出した記録文字列の特徴量を用いて、
新たな文書画像の文字認識結果から記録文字列を抽出する。
　これにより、画像処理装置１によれば、新たな文書画像の文字認識結果から記録文字列
を自動的に抽出することができる。この点で、画像処理装置１によれば、確認および修正
の作業を支援することができる。
　特に、画像処理装置１によれば、文字認識対象のフォーマットが予めわかっていない場
合でも、記録文字列の特徴量を抽出し、抽出した特徴量を用いて新たな文書画像の文字認
識結果から記録文字列を自動的に抽出することができる。この点で、画像処理装置１によ
れば、文字認識結果の確認および修正を行う作業者に対して、文字認識対象のフォーマッ
トが予めわかっていない場合でも、かつ、表形式のフォーマットに限定されずに、確認お
よび修正の作業を支援することができる。
　さらに、画像処理装置１によれば、特徴量抽出部１９２が自動では記録文字列を一意に
特定できなかった場合でも、作業者による特定を受けて記録文字列の特徴量を抽出するこ
とができる。この点で、画像処理装置１によれば、新たな文書画像の文字認識結果から記
録文字列を自動的に抽出するための学習を加速することができる。これにより、画像処理
装置１が、より早い時期に新たな文書画像の文字認識結果から記録文字列を自動的に抽出
できるようになると期待される。
【００８２】
　次に、図１２を参照して、本発明の実施形態の構成について説明する。
　図１２は、実施形態に係る画像処理装置の構成の例を示す図である。図１２に示す画像
処理装置６００は、記録文字列特定部６０１と、確認画面出力部６０２と、特徴量抽出部
６０３と、を備える。
　かかる構成にて、記録文字列特定部６０１は、文書画像の文字認識の結果得られた文字
列のうち、記録文字列として指定された文字列を特定する。確認画面出力部６０２は、前
記記録文字列特定部６０１が前記記録文字列の候補を複数特定した場合、それら複数の候
補の位置を示す確認画面を出力する。特徴量抽出部６０３は、前記確認画面においてユー
ザが特定した位置における記録文字列の特徴量を抽出する。
　これにより、画像処理装置６００では、記録文字列を一意に特定できなかった場合でも
、候補の提示および作業者（ユーザ）による特定によって、記録文字列を一意に特定して
特徴量の抽出を行うことができる。この点で、画像処理装置６００によれば、文字認識結
果の確認および修正を行う作業者に対して、文字認識対象のフォーマットが予めわかって
いない場合でも、かつ、表形式のフォーマットに限定されずに、確認および修正の作業を
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　また、画像処理装置６００が、記録文字列の候補の位置を示す確認画面をユーザに提示
することで、作業者は、提示される位置を参照して比較的容易に記録文字列の候補の位置
を把握できる。
【００８３】
　上述の各装置は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、各装置に上述し
た各処理を行わせるためのプログラムは、それら装置のコンピュータ読み取り可能な記録
媒体に記憶されており、このプログラムを各装置のコンピュータが読み出して実行するこ
とによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁
気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。
また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信
を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
【００８４】
　また、上記プログラムは、前述した各処理部の機能の一部を実現するためのものであっ
ても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログ
ラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっ
ても良い。
【００８５】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００８６】
　１　画像処理装置
　２　画像読取装置
　３　記録装置
　４　データベース
　１１０　通信部
　１２０　表示部
　１３０　操作入力部
　１８０　記憶部
　１９０　制御部
　１９１　取得部
　１９２　特徴量抽出部
　１９３　記録部
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